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み
は
、
１
９
９
９
年
ま
で
は
「
定
年
延
長
」

を
要
求
す
る
取
り
組
み
で
あ
っ
た
が
、
２

０
０
１
年
か
ら
厚
生
年
金
の
満
額
支
給
年

齢
が
段
階
的
に
繰
り
延
べ
さ
れ
る
の
を
控

え
、
２
０
０
０
年
総
合
労
働
条
件
改
善
闘

争
で
、
従
来
の
「
定
年
延
長
」
の
方
針
を
、

「
雇
用
延
長
」（
雇
用
形
態
等
は
個
別
労
使

に
委
ね
る
）
の
方
針
に
置
き
換
え
た
。
そ

し
て
、
次
の
三
原
則
を
産
別
指
針
と
し
て
、

将
来
の
エ
イ
ジ
レ
ス
社
会
を
展
望
し
た
雇

用
延
長
制
度
の
実
現
を
求
め
る
取
り
組
み

を
進
め
て
き
た
。

①
本
人
の
就
労
希
望
に
対
し
て
、
会
社
は

就
業
の
場
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

②
雇
用
延
長
は
、
厚
生
年
金
満
額
支
給
開

始
年
齢
と
直
結
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

③
身
分
に
つ
い
て
は
、
社
員
に
準
じ
た
安

定
し
た
も
の
と
す
る
。

こ
の
方
針
に
も
と
づ
き
、
２
０
０
５
年

闘
争
妥
結
時
ま
で
に
は
１
２
６
組
合
（
加

盟
組
合
２
１
１
、
回
答
調
査
票
提
出
１
８

２
組
合
中
）
が
何
ら
か
の
雇
用
延
長
制
度

を
実
現
し
た
。

２
０
０
６
年
闘
争
に
お

け
る
取
り
組
み
方
針

２
０
０
６
年
総
合
労
働
条
件
改
善
闘
争

で
は
、
前
記
の
三
原
則
を
発
展
さ
せ
、「
希

望
者
全
員
の
雇
用
延
長
」
を
求
め
る
取
り

エ
イ
ジ
レ
ス
社
会
構
築
に
向
け
た

電
機
連
合
の
取
り
組
み
と
今
後
の
課
題

は
じ
め
に

電
機
連
合
は
２
０
０
６
年
総
合
労
働
条

件
改
善
闘
争
で
、
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
へ
の
対
応
と

し
て
、「
エ
イ
ジ
レ
ス
社
会
を
展
望
し
た
雇

用
延
長
の
実
現
」
の
要
求
を
掲
げ
積
極
的

な
取
り
組
み
を
展
開
し
た
。

以
下
に
、
電
機
連
合
の
「
エ
イ
ジ
レ
ス

社
会
を
展
望
し
た
雇
用
延
長
の
実
現
」
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
経
過
、

２
０
０
６
年
総
合
労
働
条
件
改
善
闘
争
に

お
け
る
取
り
組
み
結
果
、
な
ら
び
に
今
後

の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

電
機
連
合
の
エ
イ
ジ
レ

ス
社
会
構
築
へ
の
考
え

方
と
こ
れ
ま
で
の
取
り

組
み

電
機
連
合
は
１
９
９
９
年
の
第
47
回
定

期
大
会
で
「
65
歳
へ
の
定
年
延
長
を
視
野

に
入
れ
、
将
来
的
な
エ
イ
ジ
レ
ス
社
会
構

築
に
対
応
で
き
る
雇
用
処
遇
シ
ス
テ
ム
の

確
立
」
を
目
指
し
、
当
面
65
歳
へ
の
雇
用

延
長
の
実
現
の
た
め
の
条
件
整
備
を
行
っ

て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
は
、
働

く
意
思
と
能
力
が
あ
る
限
り
働
き
続
け
る

中
で
、
自
己
実
現
を
め
ざ
し
な
が
ら
社
会

に
も
貢
献
す
る
姿
こ
そ
が
、
成
熟
社
会
の

中
で
の
「
人
と
し
て
の
生
き
方
の
モ
デ
ル
」

だ
と
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
少
子
高
齢
時
代
の
到
来
を
見
据
え

れ
ば
、
国
の
施
策
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ

企
業
労
使
が
積
極
的
に
「
あ
る
べ
き
姿
」

を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
か
つ
重
要

と
考
え
、「
65
歳
へ
の
雇
用
延
長
」
に
つ
い

て
提
起
を
行
っ
て
き
た
。

電
機
連
合
の
高
年
齢
者
雇
用
の
取
り
組

●
電
機
連
合
／
書
記
次
長

成

瀬
　
豊

な
る
せ
・
ゆ
た
か

１
９
６
２
年
、
愛
知
県
生
ま
れ
。
１
９
８
７

年
富
士
通
株
式
会
社
入
社
、
Ｓ
Ｅ
（
シ
ス
テ

ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
に
配
属
さ
れ
る
。
１
９
９

２
年
富
士
通
労
働
組
合
蒲
田
支
部
執
行
委

員（
非
専
従
）。
１
９
９
８
年
富
士
通
労
働

組
合
ソ
フ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
支
部
執
行
委
員

（
専
従
）。
２
０
０
０
年
富
士
通
労
働
組
合

ソ
フ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
支
部
副
執
行
委
員

長
。
２
０
０
４
年
電
機
連
合
書
記
次
長
（
総

合
労
働
政
策
部
門
担
当
）
現
在
に
至
る
。

高
年
齢
者
雇
用
確
保
へ
の
産
別
の
取
り
組
み
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あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
組
合
は
非
組
合

員
を
含
め
た
全
従
業
員
を
代
表
す
る
と
い

う
自
覚
の
下
に
、
全
従
業
員
の
範
囲
で
の

希
望
者
全
員
の
雇
用
延
長
を
求
め
、
最
善

の
努
力
を
尽
く
し
て
協
議
・
交
渉
す
る
こ

と
を
、
電
機
連
合
の
基
本
方
針
と
し
た
。

具
体
的
な
取
り
組
み
方
針
は
、
別
掲
の
通

り
で
あ
る
。

こ
の
「
具
体
的
取
り
組
み
方
針
」
は
、

そ
れ
ま
で
の
産
別
指
針
（
三
原
則
）
の
単

な
る
延
長
線
上
の
も
の
で
は
な
く
、
①
法

と
で
異
な
る
基
準
を
設
け
ざ
る
を
得
な
い

場
合
に
は
、
労
使
協
定
で
非
組
合
員
の
基

準
を
も
定
め
る
こ
と
は
せ
ず
非
組
合
員
を

労
使
協
定
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
で
、

猶
予
期
間
終
了
時
の
再
協
議
で
の
局
面
打

開
（
※
）
を
念
頭
に
置
い
た
こ
と
、
③
エ

イ
ジ
レ
ス
社
会
実
現
に
向
け
て
、
雇
用
形

態
を
含
め
労
使
で
の
継
続
的
な
研
究
・
検

討
を
打
ち
出
し
た
こ
と
、
④
雇
用
延
長
者

に
つ
い
て
も
最
賃
協
定
の
適
用
対
象
と
す

る
こ
と
を
明
確
化
し
た
こ
と
、
⑤
少
な
く

組
み
を
行
っ
た
。

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
厚

生
年
金
満
額
支
給
年
齢
の
繰
り
延
べ
に
応

じ
て
段
階
的
に
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措

置
が
す
べ
て
の
事
業
主
に
義
務
化
さ
れ
た
。

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
求
め
る
雇

用
確
保
措
置
は
、
①
定
年
の
延
長
、
②
継

続
雇
用
制
度
（
再
雇
用
制
度
）
の
導
入
、

③
定
年
の
廃
止
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、

原
則
と
し
て
希
望
者
全
員
が
対
象
で
あ
る

が
、
過
半
数
労
働
組
合
（
な
い
場
合
は
過

半
数
労
働
者
代
表
。
以
下
、
同
様
）
と
労

使
協
定
を
締
結
し
た
場
合
に
限
り
、
そ
の

協
定
で
具
体
的
・
客
観
的
な
基
準
を
定
め

て
継
続
雇
用
の
対
象
者
を
絞
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
猶
予
期

間
（
大
企
業
３
年
、
中
小
企
業
５
年
）
中

は
、
労
使
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
場
合
に

限
り
、
対
象
者
を
絞
る
基
準
を
就
業
規
則

で
定
め
る
こ
と
も
可
と
さ
れ
て
い
る
。

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
留
意
す

べ
き
重
要
な
点
は
、
非
組
合
員
を
含
め
た

（
直
雇
用
の
）
全
従
業
員
を
対
象
と
す
る
こ

と
を
原
則
と
し
、
具
体
的
・
客
観
的
な
基

準
を
定
め
て
継
続
雇
用
（
再
雇
用
）
の
対

象
者
を
絞
る
場
合
に
は
、
過
半
数
労
働
組

合
が
非
組
合
員
を
含
め
た
全
従
業
員
を
代

表
し
て
会
社
と
協
議
・
交
渉
し
労
使
協
定

を
締
結
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
点
で

の
想
定
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
、
正

規
従
業
員
主
体
の
労
働
組
合
（
電
機
連
合

加
盟
組
合
の
９
割
以
上
が
正
規
従
業
員
の

み
の
組
合
で
あ
る
）
が
と
も
す
れ
ば
陥
り

が
ち
な
「
正
社
員
ク
ラ
ブ
」
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
、
非
組
合
員
も
含
め
た
（
直

雇
用
の
）
全
従
業
員
の
公
正
代
表
義
務
を

果
た
し
、
全
従
業
員
の
範
囲
で
希
望
者
全

員
の
雇
用
延
長
を
要
求
す
る
こ
と
と
し
た

こ
と
、
②
仮
に
希
望
者
全
員
の
雇
用
延
長

が
労
使
合
意
で
き
ず
組
合
員
と
非
組
合
員

１．対象者の範囲
管理職、パート・有期契約社員等を含めた全従業員を対象に、希望者全

員の雇用延長を保障する労使協定を締結することを基本とします。

全従業員を対象に希望者全員とすることが労使で合意できない場合で

も、組合員については希望者全員とし、希望者全員とできない範囲（例

えば「管理職」）については、労使協定の中で選別基準を定めるのでは

なく、労使協定の適用除外（具体的には例えば「60歳到達時管理職の者

は別途就業規則で定める」と労使協定で規定する）とすることとします。

なお、この場合も、就業規則改定に際して、全従業員の範囲で希望者全

員の雇用延長が認められるべきである旨の意見を付すこととします。

２．雇用延長のあり方
雇用延長のあり方については、従来の産別指針（三原則）を継承し、身

分については社員に準じた安定したものとする（※）ことを条件に、法

で認められた三方式「（１）基本的な考え方」に既述）のいずれかの制

度で雇用を延長することとします。なお、エイジレス社会実現に向けて、

雇用形態を含めた中期的な雇用延長のあり方について、労使で継続的に

研究・検討することとします。

※ただし、60歳到達時にパート・有期契約社員等である者については、

60歳到達以前と同等の雇用形態とすることを基本とします。

３．処遇
処遇（賃金水準）については、「産業別最低賃金（１８歳見合い）」を上

回る水準を保障する措置をとることとします。フルタイムでない働き方

の場合は、時間給あたりで保障する措置をとることとします。

４．組合員籍
60歳到達時に組合員だった者については、組合規約上で組合員と位置づ

ける（※）こととします。また、ユニオンショップ協定を締結している

組合は、ユニオンショップ協定の適用対象とすることを基本とします。

なお、規約や協定の整備に時間がかかることも想定されますので、可能

な範囲で早期に対応することとします。

※特別の事情がある場合は権利・義務に差を設けた「特別組合員」も可

としますが、組合規約でその旨規定することとします。

2006年総合労働条件改善闘争における取り組み方針
（統一目標基準）
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と
も
60
歳
到
達
時
に
組
合
員
だ
っ
た
者
に

つ
い
て
は
組
合
員
化
す
る
と
し
た
こ
と
、

な
ど
の
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
従

来
の
産
別
指
針
（
三
原
則
）
を
大
き
く
発

展
さ
せ
た
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。

※
非
組
合
員
を
労
使
協
定
の
適
用
除
外
と
し
別

途
就
業
規
則
で
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
、
猶
予

期
間
（
大
企
業
３
年
、
中
小
企
業
５
年
）
中
だ

け
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
猶
予
期
間
終

了
後
は
そ
の
基
準
を
労
使
協
定
に
盛
り
込
め
な

い
限
り
適
法
で
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

会
社
が
引
き
続
き
基
準
に
よ
り
雇
用
延
長
者
を

絞
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
労
使
協
定
を

改
定
す
る
た
め
の
労
使
協
議
が
必
ず
必
要
と
な

り
、
そ
の
際
に
労
働
組
合
は
希
望
者
全
員
の
雇

用
延
長
を
め
ざ
し
て
協
議
に
臨
む
べ
き
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

２
０
０
６
年
闘
争
に
お

け
る
取
り
組
み
結
果

２
０
０
６
年
総
合
労
働
条
件
改
善
闘
争

に
お
け
る
「
エ
イ
ジ
レ
ス
社
会
を
展
望
し

た
雇
用
延
長
」
の
取
り
組
み
結
果
に
つ
い

て
は
、
表
１
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
具
体
的
取
り
組
み
方
針
」
に
つ
い
て
は
、

１.

の
「
管
理
職
、
パ
ー
ト
・
有
期
契
約
社

員
等
を
含
め
た
全
従
業
員
を
対
象
に
、
希

望
者
全
員
の
雇
用
延
長
」
を
求
め
る
こ
と

が
、
現
下
の
雇
用
情
勢
と
各
企
業
の
状
況

を
勘
案
す
る
と
、
法
律
水
準
と
の
比
較
で

は
高
す
ぎ
る
要
求
水
準
だ
と
の
見
方
も
一

部
に
は
あ
っ
た
が
、
26
組
合
（
闘
争
前
の

達
成
済
み
を
加
え
る
と
48
組
合
）
で
要
求

趣
旨
通
り
達
成
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す

る
。
ま
た
、
経
営
側
の
基
本
姿
勢
が
組
合

員
限
定
で
あ
っ
た
り
成
績
や
健
康
面
で
の

条
件
付
き
で
あ
っ
た
り
し
て
も
、
多
く
の

組
合
は
最
後
ま
で
交
渉
努
力
を
尽
く
し
、

非
組
合
員
に
も
配
慮
し
た
一
定
の
対
応
や
、

条
件
付
き
で
あ
っ
て
も
事
実
上
希
望
者
全

員
に
近
く
な
る
よ
う
な
運
用
の
確
保
な
ど
、

回
答
内
容
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
で
き
る

組
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
は
付
け
加
え
て

お
き
た
い
。
処
遇
（
賃
金
水
準
）
や
組
合

員
化
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
組
合
で
統
一

目
標
基
準
を
達
成
し
た
。

今
後
の
対
応
に
つ
い
て

今
後
は
、
未
到
達
の
組
合
も
含
め
て
、

全
加
盟
組
合
が
電
機
連
合
と
し
て
掲
げ
た

方
針
に
基
づ
く
仕
上
げ
が
で
き
る
よ
う
に
、

通
年
的
な
取
り
組
み
に
加
え
、
毎
年
の
総

合
労
働
条
件
改
善
闘
争
で
到
達
闘
争
と
し

て
掲
げ
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
産
別
労
使
交
渉
の
中
で
、「
エ
イ

ジ
レ
ス
社
会
実
現
」
と
い
う
電
機
連
合
の

考
え
方
に
対
し
、
経
営
側
が
「
団
塊
世
代

の
退
職
と
い
う
２
０
０
７
年
問
題
を
前
に
、

技
能
・
技
術
の
伝
承
の
課
題
が
生
じ
て
お

り
、
雇
用
延
長
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

電
機
連
合
の
考
え
方
も
含
め
て
企
業
内
お

よ
び
産
別
レ
ベ
ル
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
で

議
論
を
し
た
い
」
と
応
え
た
こ
と
も
大
き

な
成
果
で
あ
る
。
今
後
、「
エ
イ
ジ
レ
ス
社

会
の
実
現
」
に
向
け
、
雇
用
形
態
を
含
め

た
雇
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
中
期
的
に

産
別
お
よ
び
個
別
企
業
の
労
使
で
研
究
・

検
討
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

《 表１》「エイジレス社会実現を展望した雇用延長」要求の達成状況

要求内容

※「２００６年総合労働条件改善闘争結果」より　２００６年８月２日時点　１６７組合回答

対象者の
範囲

雇用延長のあり方（社員に準じた安定した身分）

①管理職・パート等を含め全従
業員を対象とする

②全従業員について希望者全員
（＝選別基準なし）

処遇（「産業別最低賃金（18歳見合い）」を上回
る水準の保障）

組合員籍（60歳到達時に組合員だったものは組
合員とする）

2006年闘争
前に達成済み

要　求 達　成 電機連合
計

28組合

22組合

75組合

69組合

23組合

85組合

84組合

73組合

65組合

55組合

40組合

26組合

55組合

47組合

15組合

68組合

48組合

130組合

116組合

38組合


